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注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします

13 広報きやま 令和 8 年 4月号

犯罪・事件に巻き込まれないようご注意ください！
問住民課 くらしの安心・安全係　☎ 85-8171

　1月中に基山町内で起きた犯罪・事件の発生件数及び内容についてお知らせします。

番号 1は、民家の無締まりの掃き出し窓から侵入され、家屋内の現金を盗まれたもの。
番号 2は、アパートの駐輪場から自転車が盗まれたもの。自転車は無施錠。
番号 3は、職場のロッカーから現金、携帯電話等が盗まれたもの。
番号 4は、民家の無締まりの腰高窓から侵入されるも、未遂。被疑者は検挙。

番号 手口 発生場所 被害程度
1 空き巣 小倉 現金約 30万円

2 自転車盗 宮浦 自転車 1台

3 職場ねらい 小倉 現金、iPhone 等

4 侵入窃盗その他 長野 未遂

太陽光発電システムの点検商法に注意

★事業者から「太陽光発電システムの点検が義務化された」などと言われて無料点検を勧められたり、点検を受
　けた結果、太陽光パネルの洗浄等の高額な契約を迫られたという相談が増えています。
★太陽光発電システムを効率的に、また安全に利用するためには定期的な点検を行うことが重要ですが、「点検
　が義務化された」など契約を迫るセールストークには慎重に対応しましょう。
★「点検は義務」と言われても安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう。よく分からない場合は、
　設置事業者に相談しましょう。
★太陽光発電システムの点検やメンテナンスの契約をする場合は、その場で契約せずに複数社から見積もりを取
　り検討しましょう。
★不安に思ったときはすぐに消費生活相談窓口等にご連絡ください。
　（佐賀県消費生活センター ☎ 0952-24-0999、消費者ホットライン ☎ 188）
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　突然、事業者が訪問してきて「太陽光パネルの点検が法律で義務化されたので、太陽光設備を無料で点検する。
パネルによる火災事故が起こっている」などと説明された。後日、事業者が改めてやってきてドローンを飛ばし
て点検した。事業者に「パネルをサーモモニターで確認したところ赤くなっているので、今後、太陽光パネルを
長期使用するためには洗浄とコーティングが必要」と言われ、言われるがまま約 40万円の契約をした。ネット
で調べた娘から、だまされているので解約をするように言われた。事業者の説明が虚偽なら解約したい。（80歳代）
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（参考：見守り新鮮情報 534号　独立行政法人国民生活センター 2026年 1月 29日発表情報）


